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○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

（
特
定
製
品
）

第
一
条

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
製
品
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
六
条
関
係
）

一

家
庭
用
の
圧
力
な
べ
及
び
圧
力
が
ま
（
内
容
積
が
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
九
・
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ゲ
ー
ジ
圧
力
で
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し

た
も
の
に
限
る
。
）

二

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
（
自
動
二
輪
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
乗
車
用
の
も
の
に
限
る
。
）

三

乳
幼
児
用
ベ
ッ
ド
（
主
と
し
て
家
庭
に
お
い
て
出
生
後
二
十
四
月
以
内
の
乳
幼
児
の
睡
眠
又
は
保
育
に
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
計
し
た
も
の
に
限
る
も
の

と
し
、
揺
動
型
の
も
の
を
除
く
。
）

四

登
山
用
ロ
ー
プ
（
身
体
確
保
用
の
も
の
に
限
る
。
）

五

携
帯
用
レ
ー
ザ
ー
応
用
装
置
（
レ
ー
ザ
ー
光
（
可
視
光
線
に
限
る
。
）
を
外
部
に
照
射
し
て
文
字
又
は
図
形
を
表
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
計
し
た
も
の
に
限

る
。
）

六

浴
槽
用
温
水
循
環
器
（
主
と
し
て
家
庭
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
計
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
水
の
吸
入
口
と
噴
出
口
と
が
構
造
上
一
体
と

な
つ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
専
ら
加
熱
の
た
め
に
水
を
循
環
さ
せ
る
も
の
及
び
循
環
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
水
の
最
大
の
流
量
が
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

七

石
油
給
湯
機
（
灯
油
の
消
費
量
が
七
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
熱
交
換
器
容
量
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

八

石
油
ふ
ろ
が
ま
（
灯
油
の
消
費
量
が
三
十
九
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

九

石
油
ス
ト
ー
ブ
（
灯
油
の
消
費
量
が
十
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
開
放
燃
焼
式
の
も
の
で
あ
つ
て
自
然
通
気
形
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）

十

ラ
イ
タ
ー
（
た
ば
こ
以
外
の
も
の
に
点
火
す
る
器
具
を
含
み
、
燃
料
の
容
器
と
構
造
上
一
体
と
な
つ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
全
部
又
は
一
部
に
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
を
用
い
た
家
庭
用
の
も
の
に
限
る
。
）

○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
消
費
生
活
用
製
品
」
と
は
、
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
（
別
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
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２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
製
品
」
と
は
、
消
費
生
活
用
製
品
の
う
ち
、
構
造
、
材
質
、
使
用
状
況
等
か
ら
み
て
一
般
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
し
て
特
に
危
害

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
製
品
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
～
６

（
略
）

（
販
売
の
制
限
）

第
四
条

特
定
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
特
定
製
品
を
販
売
し
、
又
は

販
売
の
目
的
で
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
表
示
）

第
十
三
条

届
出
事
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
型
式
の
特
定
製
品
の
技
術
基
準
に
対
す
る
適
合
性
に
つ
い
て
、
第
十
一
条
第
二
項
（
特
別
特
定
製
品
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
同
項
及
び
前
条
第
一
項
）
の
規
定
に
よ
る
義
務
を
履
行
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
製
品
に
主
務
省
令
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

第
五
十
三
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ

れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


